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(57)【要約】
　男性の睾丸をマッサージするための装置であって、制
御部材、振動部材５、湾曲可能部材２等から構成され、
各部材は一体に組み付けられて人体に付着可能で、睾丸
を振動マッサージできる。当該装置は使いやすく、手間
がかからず、当該装置を用いて睾丸をマッサージするこ
とにより、精子及び男性ホルモンの分泌を改善し、身体
的健康を促進することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動部材、制御部材等から構成され、制御部材は振動部材の振動を制御可能な睾丸マッ
サージ器であって、
　湾曲可能な部材を有し、当該部材は人体に付着可能である、
　ことを特徴とする睾丸マッサージ器。
【請求項２】
　前記湾曲可能な部材は軟質の材料により製造される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項３】
　前記湾曲可能な部材は、収縮して陰嚢に貼付け可能である、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項４】
　前記湾曲可能な部材が収縮して陰嚢に貼付けられた後、手で常に固定を補助しなくても
人体に付着可能である、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項５】
　前記湾曲可能な部材の全体又は一部は、陰嚢の人体に近い根元周りに設置可能である、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項６】
　前記湾曲可能な部材の全体又は一部は、男性の生殖器の胴体に近い根元周りに設置可能
で、睾丸と胴体との間に設置可能である、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項７】
　マッサージ部を有し、マッサージ部には突起を有し、一部又は全部の突起が陰嚢、睾丸
を押圧可能である、
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項８】
　振動部材、制御部材等から構成され、制御部材は振動部材の振動を制御可能な睾丸マッ
サージ器であって、
　マッサージ部を有し、マッサージ部には突起を有し、一部又は全部の突起が陰嚢、睾丸
を押圧可能である、
　ことを特徴とする睾丸マッサージ器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睾丸をマッサージすることにより、男性の生殖器系の健康を促進する器具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明者は、２０１２年に中国出願番号２０１２１００９７３３７Ｘの手持ち式睾丸マッ
サージ器の発明特許を出願した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　実用において、一般的に睾丸をマッサージする際、より良い効果を得るには、１回につ
き２０分間以上必要であり、それほど長い時間、手で機器を押さえて睾丸をマッサージす
ると、手に疲労を感じ、不便であることが判明した。
【０００４】
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　本発明は、使用者が手軽に睾丸をマッサージできる新型睾丸マッサージ装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の目的を達成するために、睾丸マッサージ器は振動部材、制御部材等から構成さ
れ、制御部材は振動部材の振動を制御可能であり、睾丸マッサージ器は湾曲可能な部材を
有し、当該部材は人体に付着可能である。振動部材と、制御部材と、湾曲可能部材とは一
体に組み付けられる。
【０００６】
　上記の方案を改善するために、前記湾曲可能な部材は軟質の材料により製造される。
【０００７】
　上記の方案を改善するために、前記湾曲可能な部材が収縮して陰嚢に貼付け可能である
ことにより、睾丸に対して力を加えることができる。
【０００８】
　上記の方案を改善するために、前記湾曲可能な部材が収縮して陰嚢に付着した後、手で
常に固定を補助しなくても人体に付着可能である。
【０００９】
　上記の方案を改善するために、前記湾曲可能な部材の全体又は一部は、陰嚢の人体に近
い根元周りに設置可能である。
【００１０】
　上記の方案を改善するために、前記湾曲可能な部材の全体又は一部は、男性の生殖器（
陰茎、陰嚢、睾丸を含む）の胴体に近い根元周りに設置可能で、睾丸と胴体との間に設置
可能である。このようにして、装置全体を陰茎の根元に固定することができる。
【００１１】
　上記の方案を改善するために、睾丸マッサージ器はマッサージ部を有し、マッサージ部
には突起を有し、一部又は全部の突起が陰嚢、睾丸を押圧可能である。
【００１２】
　上記の方案を改善するために、睾丸マッサージ器はマッサージ部を有し、マッサージ部
には突起を有し、一部又は全部の突起が陰嚢、睾丸を押圧可能である。
【００１３】
　上記の方案を改善するために、前記湾曲可能な部材は下着の形状に形成することができ
る。振動部材は睾丸の位置の近くに設置される。
【００１４】
　前記湾曲可能な部材の数量は限定されず、１つでも良いし、１つより多くても良い。ま
た、１つの部材を数段に分けても良い。
【００１５】
　陰茎の軸方向に沿った睾丸の位置を制限するために、湾曲可能部材の両辺に、陰茎の軸
方向と平行でない前垂れを増設することができる。
【００１６】
　前記湾曲可能な部材は布地、ゴムバンド、軟質プラスチック等の材料で製造でき、その
相対位置の固定には、マジックテープや留め金等の他の周知の固定方式を用いることがで
きる。
【００１７】
　睾丸の位置を固定しやすくするために、前記湾曲可能な部材の外形は、径方向のサイズ
が変わる外形にすることができ、例えば円錐形であっても良い。
【００１８】
　振動部材は、偏心モータ、フラット振動モータ、ボタン振動モータ等の周知の振動部品
であっても良い。
【００１９】
　本マッサージ器には、内蔵の充電池、一般的な乾電池又はその他の電源からの電力を用
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いることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の利点は、本発明の製品を使用する時に人体に付着させることができ、特に手で
固定する必要がなく、さらにズボンを穿いている時でも睾丸をマッサージできるため、手
間がかからず利便性も高いことである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　以下、図面と実施例とを参照して、本発明をさらに説明する。
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施例１の組立体の斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施例２の組立体の斜視図である。
【図３】図３は、本発明の実施例２の組立体の平面図である。
【図４】図４は、本発明の実施例３の組立体の斜視図である。
【図５】図５は、本発明の実施例４の組立体の平面図である。
【図６】図６は、本発明の実施例４の組立体の底面図である。
【図７】図７は、本発明の実施例４の組立体の斜視図である。
【図８】図８は、本発明の実施例２の使用状態の正面斜視図である。
【図９】図９は、本発明の実施例２の使用状態の背面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　実施例１は、本発明の一実施の形態である。図１に示す実施例において、制御回路、液
晶ディスプレイ、ボタン等の制御部材が上部ケース１内に取り付けられており、上部ケー
ス内には充電池又は乾電池等の電源がさらに備えられても良く、また、外部の電源に接続
されても良い。制御回路は、電力線３を介してボタン振動モータ５（振動部材）と接続さ
れている。このように、制御部材は振動部材の振動を制御することができる。ボタン振動
モータ５はモータ固定板４に取り付けられており、バンド２（即ち、上記湾曲可能な部材
）はモータ固定板と固定用裏板との間（図において左右各一対）に挟まれており、これら
２枚の板によってバンドにおける振動接触面積を増加することができる。モータ固定板と
固定用裏板とは、ねじによって一体に固定されても良い。バンドはゴムバンド、ラテック
ス、シリカゲル、プラスチック等の軟質又は弾性を有する材料により作成されても良い。
装置を陰茎の根元に固定しやすくするために、バンド２は一辺の直径が小さい形状に作成
されても良い。
【００２４】
　制御回路は振動周波数、振幅、時間等の動作パラメータを調節できる。
【００２５】
　実施例２は、本発明の別の実施の形態である。実施例２と実施例１とは基本的に同様で
ある。上部ケース用裏板９と上部ケースとはバンド８を中間に挟み、ねじによって固定さ
れる。相違点として、実施例２は２つのバンドであるバンド７、バンド８を有する。
【００２６】
　本実施例の使用状態を図８、図９に示す。図８において、バンド１６（図２のバンド８
と同じ）は陰茎１３、睾丸１７、陰嚢を内部に包み込んで締め付ける。バンド１４（図２
のバンド７と同じ）は陰茎の根元に固定され、装置全体を脱落しないようにする。ボタン
振動モータが振動すると、バンド１６全体の振動がもたらされることにより、睾丸が共に
振動し、睾丸がマッサージされる。図９から、根元のバンド１４の陰茎の根元に対する締
付け状況がわかる。
【００２７】
　実施例３は、本発明の別の実施の形態である。この実施の形態において、睾丸マッサー
ジ器はマッサージ部１０を有し、マッサージ部１０は突起を有し、突起は陰嚢、睾丸を押
圧することができる。マッサージ部は図中のバンドの他の位置にあっても良いことは言う
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までもない。マッサージ部は軟質の材料で構成されても良く、軟質の材料を湾曲すると、
睾丸を包み込むことができる。マッサージ部における突起の上部は凹曲面であることが好
ましく、それにより特にマッサージ部が硬質の材料により構成されている場合、睾丸を収
納しやすい。
【００２８】
　実施例４は、本発明の別の実施の形態である。図５に示すように、この形態において、
湾曲可能な部材（バンド１１、バンド１２）は布地で構成されており、布地にマジックテ
ープが縫い付けられていることで、バンド１２を陰茎、睾丸、陰嚢周りに締め付けること
ができる。バンド１１は陰茎の根元周りに締め付けることができる。使用時の状況は図８
と類似する。
【００２９】
　湾曲可能な部材は下着の形状に作成することもでき、下着と睾丸とが接触する場所に振
動部材、マッサージ部を設置することで、新しい実施例を構成することができる。構造は
想到し得るため、ここでは図面を省略する。
【００３０】
　以上の実施例において、作図の便宜上、電源等の慣用の部材はいずれも図示していない
。上記の各図において、湾曲可能な部材はいずれも図中において「バンド」と呼ばれる部
材である。上部ケース、電力線、振動モータ等の部材は図１と類似しているため、他の図
においては逐一表記していない。
【符号の説明】
【００３１】
　１…上部ケース、２…バンド、３…電力線、４…モータ固定板、５…ボタン振動モータ
、６…固定用裏板、７…バンド、８…バンド、９…上部ケース用裏板、１０…マッサージ
部、１１…バンド、１２…バンド、１３…陰茎、１４…バンド、１５…人体腹部、１６…
バンド、１７…睾丸。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成30年1月31日(2018.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　発明者は、２０１２年に中国出願番号２０１２１００９７３３７．Ｘの手持ち式睾丸マ
ッサージ器の発明特許を出願した。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の目的を達成するために、睾丸マッサージ器は振動部材、制御部材を備え、前記
制御部材は前記振動部材の振動を制御可能であり、前記振動部材を備える睾丸マッサージ
器は湾曲可能な部材を有し、当該湾曲可能な部材は人体に付着可能である。振動部材と、
制御部材と、湾曲可能な部材とは一体に組み付けられる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】



(7) JP 2018-510704 A 2018.4.19

【００１２】
　上記の方案を改善するために、振動部材、制御部材を備え、制御部材は振動部材の振動
を制御可能な睾丸マッサージ器であって、睾丸マッサージ器はマッサージ部を有し、マッ
サージ部には突起を有し、一部又は全部の突起が陰嚢、睾丸を押圧可能である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　前記湾曲可能な部材は布地、ゴムバンド、軟質プラスチック等の材料で製造でき、その
相対位置の固定には、マジックテープ（登録商標）や留め金等の他の周知の固定方式を用
いることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　実施例１は、本発明の一実施の形態である。図１に示す実施例において、制御回路、液
晶ディスプレイ、ボタン等の制御部材が上部ケース１内に取り付けられており、上部ケー
ス内には充電池又は乾電池等の電源がさらに備えられても良く、また、外部の電源に接続
されても良い。制御回路は、電力線３を介してボタン振動モータ５（振動部材）と接続さ
れている。このように、制御部材は振動部材の振動を制御することができる。ボタン振動
モータ５はモータ固定板４に取り付けられており、バンド２（即ち、上記湾曲可能な部材
）はモータ固定板４と固定用裏板６との間（図において左右各一対）に挟まれており、こ
れら２枚の板４，６によってバンド２における振動接触面積を増加することができる。モ
ータ固定板４と固定用裏板６とは、ねじによって一体に固定されても良い。バンド２はゴ
ムバンド、ラテックス、シリコーン、プラスチック等の軟質又は弾性を有する材料により
作成されても良い。装置を陰茎の根元に固定しやすくするために、バンド２は一辺の直径
が小さい形状に作成されても良い。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　実施例２は、本発明の別の実施の形態である。実施例２と実施例１とは基本的に同様で
ある。上部ケース用裏板９と上部ケース１とはバンド８を中間に挟み、ねじによって固定
される。相違点として、実施例２は２つのバンドであるバンド７、バンド８を有する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本実施例の使用状態を図８、図９に示す。図８において、バンド１６（図２のバンド８
と同じ）は陰茎１３、睾丸１７、陰嚢を内部に包み込んで締め付ける。バンド１４（図２
のバンド７と同じ）は陰茎１３の根元に固定され、装置全体を脱落しないようにする。ボ
タン振動モータ５が振動すると、バンド１６全体の振動がもたらされることにより、睾丸
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１７が共に振動し、睾丸１７がマッサージされる。図９から、根元のバンド１４の陰茎１
３の根元に対する締付け状況がわかる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　実施例３は、本発明の別の実施の形態である。この実施の形態において、睾丸マッサー
ジ器はマッサージ部１０を有し、マッサージ部１０は突起を有し、突起は陰嚢、睾丸１７
を押圧することができる。マッサージ部１０は図中のバンド１６の他の位置にあっても良
いことは言うまでもない。マッサージ部１０は軟質の材料で構成されても良く、軟質の材
料を湾曲すると、睾丸１７を包み込むことができる。マッサージ部１０における突起の上
部は凹曲面であることが好ましく、それにより特にマッサージ部１０が硬質の材料により
構成されている場合、睾丸１７を収納しやすい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　実施例４は、本発明の別の実施の形態である。図５に示すように、この形態において、
湾曲可能な部材（バンド１１、バンド１２）は布地で構成されており、布地にマジックテ
ープが縫い付けられていることで、バンド１２を陰茎１３、睾丸１７、陰嚢周りに締め付
けることができる。バンド１１は陰茎の根元周りに締め付けることができる。使用時の状
況は図８と類似する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　湾曲可能な部材は下着の形状に作成することもでき、下着と睾丸１７とが接触する場所
に振動部材、マッサージ部１０を設置することで、新しい実施例を構成することができる
。構造は想到し得るため、ここでは図面を省略する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動部材、制御部材を備え、前記制御部材は前記振動部材の振動を制御可能な睾丸マッ
サージ器であって、
　前記振動部材を備える湾曲可能な部材を有し、当該湾曲可能な部材は人体に付着可能で
ある、
　ことを特徴とする睾丸マッサージ器。
【請求項２】
　前記湾曲可能な部材は軟質の材料により製造される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の睾丸マッサージ器。
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【請求項３】
　前記湾曲可能な部材は、収縮して陰嚢に貼付け可能である、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項４】
　前記湾曲可能な部材が収縮して陰嚢に貼付けられた後、手で常に固定を補助しなくても
人体に付着可能である、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項５】
　前記湾曲可能な部材の全体又は一部は、陰嚢の人体に近い根元周りに設置可能である、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項６】
　前記湾曲可能な部材の全体又は一部は、男性の生殖器の胴体に近い根元周りに設置可能
で、睾丸と胴体との間に設置可能である、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項７】
　マッサージ部を有し、前記マッサージ部には突起を有し、一部又は全部の突起が陰嚢、
睾丸を押圧可能である、
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の睾丸マッサージ器。
【請求項８】
　振動部材、制御部材を備え、前記制御部材は前記振動部材の振動を制御可能な睾丸マッ
サージ器であって、
　マッサージ部を有し、前記マッサージ部には突起を有し、一部又は全部の突起が陰嚢、
睾丸を押圧可能である、
　ことを特徴とする睾丸マッサージ器。
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